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２０１9年度春学期 上智大学短期大学部聴講生出願要項 

 

＜聴講制度について＞ 

本学で開講している授業科目のうち特定の科目について、正課の授業の運営に支障のない範囲で、選考の上、聴講を認め

る制度です。なお、聴講生として科目を履修しても、単位を修得することはできません。 

 

 

１．聴講可能な科目・単位数  

聴講できる科目は、「授業科目一覧」に記載されている科目のみです。記載のない科目は受講できません。 

聴講上限単位数は、年間15単位以内です。 

 

２．出願資格  

聴講生として出願することのできる者は、以下の本学学則第１０条第1項の各号の一に該当する女子とします。 

（１）高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

（３）外国において学校教育における１２年の課程を終了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者 

（４） 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者 

（５）文部科学大臣の指定した者 

（６）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

（７）その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

 

●外国籍で日本国以外の高等学校を卒業した者については、次の条件を満たしている者とします。 

 ・短期滞在以外の在留資格を有し、２０１9年９月3０日（月）まで在留期間があること。 

 ・独立行政法人日本学生支援機構および国外関係機関が実施する「日本留学試験」（注）を受験していること。 

（注）日本留学試験が実施されない国・年に在住し、日本留学試験の受験が不可能な場合には、公益財団法人日本国際教育支援協会

及び独立行政法人国際交流基金主催「日本語能力試験N1」を受験することでこれに代えることができます。 

 

3．出願書類  

（１）聴講生願書 

（２）最終出身校の卒業（修了）証明書または在学証明書（在学中の場合） 

（３）写真２枚 

正面上半身脱帽、背景なし、顔のはっきり写っているもの。縦4cm×横3cmで、最近3ヶ月以内に撮影したもの。

写真の裏面に氏名を記入のうえ、1枚を「聴講生願書」に貼付し、残り１枚はそのまま提出すること。 

 

■外国籍の方は次の書類を併せて提出してください。 

１．住民票の写し（コピー不可。国籍・在留カード番号・在留資格が記載されたもの） 

２．日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書（Ｎ1） 

 

（注１）証明書は原本を提出してください（複写したものは受け付けません）。また、証明書は原則として和文か英文に限

ります。他の言語の場合は、公的機関等で作成した日本語訳または英訳を添付してください。 

（注２）結婚等により、証明書の氏名が異なる場合は、戸籍抄本（個人事項証明）など氏名変更したことを証明する書類を

添付してください。 

 

4．出願方法  

出願期間：２０１9年3月１3日（水）～３月19日（火） 

出願書類は、出願期間内に下記の宛先に郵送（簡易書留、締切日当日消印有効）してください。 

宛先：〒257-0005 神奈川県秦野市上大槻山王台999 上智大学短期大学部事務センター教務担当 

※封筒に「聴講生願書在中」と朱書してください。 
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（注１）一旦提出された書類は返却いたしませんのでご留意ください。 

（注２）身体に著しい障がいのある方は、修学上特別な配慮を必要とすることが起こり得るため、出願前に事務センター教

務担当まで申し出てください。 

 

5．聴講届について  

①聴講届の送付日：２０１9年４月２日（火） 

出願資格審査により、出願資格があると判断された者に対し、「聴講届」が送付されます。 

「聴講届」には聴講生願書に記載した科目名が記載されています。聴講科目は、追加することはできません。 

②授業担当教員承認期間：２０１9年４月１１日（木）～ ４月１７日（水） 

聴講するには当該授業担当教員の承認が必要です。 

聴講を希望する科目の初回授業に出席し、担当教員に聴講希望を申し出、受講内諾を得て「聴講届」に教員の承認印を

受けてください。いかなる理由であっても、提出が遅れた場合や承認印がない授業は受付いたしません。 

③聴講届提出期間：２０１9年４月１１日（木）～ ４月１８日（木） 16：55 （厳守） 

教員の承認印を受けた「聴講届」を事務センターに提出してください。 

 

6．通知  

選考結果は、２０１9年４月２2日（月）に郵送いたします。聴講を許可された場合は、受講許可通知書と納付金振込用

紙を同封いたします。 なお、選考中も授業に参加していただいて結構です。 

 

7．費用納入手続  

  費用の納入をもって、正式な申込とします。なお、納付金はいかなる理由があっても返還いたしません。 

（１）納入期間 201９年４月２3日（火）～ ４月２6日（金） 

（２）納入方法   電信扱いによる銀行振込 

（３）聴講に必要な費用 

      ・聴講料 ：     科目1単位  26,500円 

    

8．その他  

（1）聴講生証交付期間：2019年４月２3日（火）～４月２6日（金） 

納入手続きを終了した方には、上記期間内に事務センターにて聴講生証を交付します。 

その際、銀行の納付書を持参してください。通学定期券の購入及び学割の使用はできません。 

（２）図書館の利用 

聴講生は、本学の図書館を利用することができます。 

（３）証明書 

聴講生対象に発行可能な証明書は「在籍証明書」のみです。 

（４）許可の取り消し 

本学の聴講生規程に違反する行為があったと認められるときは、聴講の許可を取り消すことがあります。 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

〒２５７－０００５ 神奈川県秦野市上大槻山王台９９９ 

上智大学短期大学部事務センター 教務担当 

電話：０４６３－８３－９３３１ 

（月～金）9:00～11:30、12:30～17:00 

個人情報の取扱いについて  

出願および手続きに際しお知らせいただいた氏名、住所、その他の個人情報は、①選考、②選考結果通知、③手続きと、 

これらに付随する事項を行うために利用します。 


